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第４期高山市地域福祉計画について 

 

１．策定趣旨 

  高山市地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条に基づき、本市の地域福祉を総合的かつ

計画的に推進するため、高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉、その他の福祉の各

分野についての基本的方向等について定めたものであり、現計画の計画期間は平成２９年

度から平成３１年度までの３年間となっている。 

  計画期間の終了に伴い、社会情勢の変化に対応した新たな地域福祉計画を策定する。 

 

２．計画期間 

  令和２年度～令和６年度（５年間） 

 

３．計画の概要 

 （１）策定にあたっての考え方について  （別紙１） 

 （２）計画体系について   （別紙２） 

（３）基本理念について   （別紙３） 

（４）基本目標について   （別紙４） 

（５）基本方針と取り組みの方向について （別紙５）（記載イメージ 別紙５参考） 

 

４．今後の予定 

  令和２年 １月～ パブリックコメントの実施 

           高山市地域福祉計画市民推進委員会 

       ３月  決定、公表 


